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小地域懇談会 

テーマ：「部落差別の現状を知る」 

参加者用資料① 
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【日程】 
 
１ 開 会（１０分） 

① 集落代表あいさつ 

  ② 出向者自己紹介 

  ③ 日程説明 

  ④ テーマの経緯説明 

  ⑤ 話し合いのルール説明 

 

２ 意識調査報告①（１０分） 
・意識調査（法律・条例の認知度等）（５分） 

・部落差別の解消の推進に関する法律（５分） 

＜あかるいこころ第３８集の朗読＞ 

 

３ アイスブレーキング（５分） 

  ・意識調査の風習についてのクイズ 

 

４ グループ討議(４０分） 

  ・自分の理想の結婚相手の条件とは？ 

 

５ グループ発表（１０分） 
 

６ 意識調査報告②（１０分） 
  ・意識調査（結婚について・身元調査等） 
      

７ 閉会（５分） 
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１ 参 加 

・意見を自由に出せる雰囲気をみんなでつく

ろう！ 

・人の話を聞いたり、自分の思いを話したり

して、みんなとつながろう！ 

  ただし、発言したくないときは、ハッキ

リと「パス！」という権利があります。 

 

 

２ 尊 重   

・人の話は共感的に、しっかりと聴こう！ 

・意見には反対しても、その人自身には温か

い気持ちを持とう！ 

 

 

３ 守 秘 

 ・話し合いの中で誰が何を言ったかは、外

に漏らさないようにしよう！（プライバシ

ー）  

話し合いのルール 
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２ 意識調査報告① 

江府町同和問題に関する 

町民意識調査について 

調査対象 

 ・町内２０歳以上の約３分の１を無作為抽出 

  （８６９人）を対象に調査を行った。 

回収状況 

 ・有効調査票は６６６票（回収率 76.6％） 
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「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」を知っていますか。 

「江府町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例」を知っていますか。 

名前も内容もよ

く知っている。

9.2%

名前を知ってお

り、内容も少し

知っている

23.3%

名前は知ってい

るが、内容は知

らない

25.1%

名前も内容も知

らない

39.0%

無回答・不明

3.5%

名前も内容もよ

く知っている。

5.3%

名前を知ってお

り、内容も少し

知っている

16.1%

名前は知ってい

るが、内容は知

らない

29.4%

名前も内容も知

らない

44.0%

無回答・不明

5.3%

調査内容、調査結果については割愛します。 

調査内容、調査結果については割愛します。 
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江府町部落差別撤廃とあらゆる差別をなくする条例  
平成 6 年 3 月 24 日  

条例第   11  号  

(目  的 ) 
第 1 条  この条例は、すべての国民に基本的人権を保障し、法の下の平等を定
める日本国憲法の理念及び同和対策審議会答申の精神に基づき、町の責
務、町民の責務、並びに町の施策等、必要な事項を定め、町民一人ひとりの
参加により部落差別撤廃とあらゆる差別をなくし、人権意識の高揚を図り、も
って平和な明るい地域社会の実現に寄与することを目的とする。  

(町の責務 ) 

第 2 条  町は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進すると

ともに、行政のすべての分野で町民の人権意識の高揚に努めるものとする。  

(町民の責務 ) 

第 3 条  町民は、相互に基本的人権を尊重し、部落差別をはじめ、あらゆる差

別をなくするための施策に積極的に参画するとともに、自らも差別及び差別を

助長する行為をしないよう努めるものとする。  

(町の施策等 ) 

第 4 条  町は、部落差別撤廃とあらゆる差別をなくするために必要な環境改善

対策に関する事業を迅速かつ計画的に実現させるとともに社会福祉の充実、

職業の安定、産業の振興、教育文化の向上、啓発活動等に関する施策を積

極的に推進するものとする。  

2 前項を推進するため、町は、町民の人権意識の高揚を図るうえで啓発推進

団体の活用、指導者の育成など、関係団体との連携を密にするとともに、自

立向上の意欲を助長するよう配慮するものとする。 

(実態調査等 ) 

第 5 条  町は、前条の施策の策定及び推進に反映させるため、必要に応じ実態

調査を行うものとする。  

(推進体制の充実 ) 

第 6 条  町は、部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくする施策を効果的に推進

するため、国・県及び関係団体等との連携を強め、推進体制の充実に努める

ものとする。 

(審議会 ) 

第 7 条  町は、部落差別撤廃とあらゆる差別をなくするために、必要な施策の策

定及び推進に関する重要事項を調査審議する審議会をおく。  

(委任 ) 

第 8 条  この条例に定めるものを除くほか、審議会の組織及び運営その他必要

な事項は、町長が別に定める。  

附  則  

この条例は、平成 6 年 4 月 1 日から施行する。  

 

 

参考資料① 

javascript:void%20fnInyLink(102107,'0100100004170329h.html','TOP')
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人権教育及び人権啓発の推進に関する法律 
（平成十二年十二月六日法律第百四十七号） 

（目的）   
第一条  この法律は、人権の尊重の緊要性に関する認識の高まり、社会的身分、門地、人種、信
条又は性別による不当な差別の発生等の人権侵害の現状その他人権の擁護に関する内外の
情勢にかんがみ、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体及
び国民の責務を明らかにするとともに、必要な措置を定め、もって人権の擁護に資することを目
的とする。  

（定義）   
第二条  この法律において、人権教育とは、人権尊重の精神の涵養を目的とする教育活動をい
い、人権啓発とは、国民の間に人権尊重の理念を普及させ、及びそれに対する国民の理解を深
めることを目的とする広報その他の啓発活動（人権教育を除く。）をいう。  

（基本理念）  
第三条  国及び地方公共団体が行う人権教育及び人権啓発は、学校、地域、家庭、職域その他
の様々な場を通じて、国民が、その発達段階に応じ、人権尊重の理念に対する理解を深め、これ
を体得することができるよう、多様な機会の提供、効果的な手法の採用、国民の自主性の尊重
及び実施機関の中立性の確保を旨として行われなければならない。  

（国の責務）  
第四条  国は、前条に定める人権教育及び人権啓発の基本理念（以下「基本理念」という。）にの
っとり、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。  

（地方公共団体の責務）  
第五条  地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏ま
え、人権教育及び人権啓発に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。  

（国民の責務）  
第六条  国民は、人権尊重の精神の涵養に努めるとともに、人権が尊重される社会の実現に寄与
するよう努めなければならない。  

（基本計画の策定）  
第七条  国は、人権教育及び人権啓発に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、人
権教育及び人権啓発に関する基本的な計画を策定しなければならない。  

（年次報告）  
第八条  政府は、毎年、国会に、政府が講じた人権教育及び人権啓発に関する施策についての
報告を提出しなければならない。  

（財政上の措置）  
第九条  国は、人権教育及び人権啓発に関する施策を実施する地方公共団体に対し、当該施策

に係る事業の委託その他の方法により、財政上の措置を講ずることができる。  
 
   附 則  
（施行期日） 
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第八条の規定は、この法律の施行の日の
属する年度の翌年度以後に講じる人権教育及び人権啓発に関する施策について適用する。  

（見直し） 

第二条  この法律は、この法律の施行の日から三年以内に、人権擁護施策推進法（平成八年法

律第百二十号）第三条第二項に基づく人権が侵害された場合における被害者の救済に関する施策

の充実に関する基本的事項についての人権擁護推進審議会の調査審議の結果をも踏まえ、見直

しを行うものとする。 

参考資料② 
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 今の時代に、部落差別はもはや存在するはずがないと思う。（○はひとつだ

け） 

19.5%

26.7%

43.4%

43.0%

35.7%

25.4%

1.4%

4.9%

2016年調査

2009年調査

存在するはずがない
存在する わからない

無回答・不明

今なお、どのような場面において部落差別がされていると思いますか。（複数回

答） 

21.5%

91.0%

13.1%

9.3%

11.1%

0.3%

20.4%

90.6%

12.5%

8.2%

11.0%

0.4%

29.4%

94.1%

17.6%

17.6%

11.8%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就職

結婚

職場

学校

その他

無回答・不明

総数

地区外

地区

調査内容、調査結果については割愛します。 

調査内容、調査結果については割愛します。 
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部落差別の解消の推進に関する法律 

（平成二十八年十二月十六日法律第百九号） 

（目的）  

第一条  この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差

別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民に基本的人権の享有を保障す

る日本国憲法 の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解

消することが重要な課題であることに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに

国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めること

により、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。  

（基本理念）  

第二条  部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえ

のない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別を解消する必要性に対

する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現すること

を旨として、行われなければならない。  

（国及び地方公共団体の責務）  

第三条  国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地

方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進するために必要な情報の提供、指

導及び助言を行う責務を有する。  

２  地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割

分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、その地域の実情に応じた施

策を講ずるよう努めるものとする。  

（相談体制の充実）  

第四条  国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。  

２  地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に

関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努めるものとする。  

（教育及び啓発）  

第五条  国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。  

２  地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を

解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。 

 （部落差別の実態に係る調査）  

第六条  国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得

て、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。  

 

   附 則  

 この法律は、公布の日から施行する。 

 

参考資料③ 
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３ アイスブレーキング 

クイズ 
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結婚式は「大安」の日に行うほうがいい

と思う。の質問で何％の人が「そう思

う」と回答したでしょう。 

 

 
 

①24.5％   ②50.4％   ③81.2％ 

【第１問】 

 葬式は「友引」をさけて行う方がいい

と思う。の質問で何％の人が「そう思

う」と回答したか。 

 
 

①28.2％   ②50.6％   ③70.8％ 

【第２問】 
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４ グループ討議 

あなたが理想とする

結婚相手の条件は？  

  

【質問】 
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結婚の条件 

見た目 健康  

家柄 ルーツ（出自） 

趣味が合う 結婚歴 

収入 国籍 

親との相性 年齢 

性格 学歴 

親の職業 父母等同居 

住んでいる所 職業 
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５ グループ発表 
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６ 意識調査報告② 

 あなたの子どもが結婚をしようとする時、結婚相手が同和地区出身である場

合、親の立場であなたならどうしますか。 

出身など関係

なく子の意思

を尊重する。

47.4%

少し気にはな

るが、子の意

思が強ければ

尊重する。

31.2%

自分は、反対

だが、子の意

思を尊重す

る。

5.4%

自分は結婚を

認めるが、家

族や周りが反

対すれば認め

ない。

1.2%

自分は絶対認

めない。

1.1%

わからない

9.6%
その他

1.2%

無回答・不明

2.9%

調査内容、調査結果については割愛します。 
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鳥取県と江府町の身元調査に対する意識の比較 

自分の子どもが結婚するとき、家柄、親の職業や社会的地位などについて、

親の立場から結婚相手の身元調査を行うことはやむを得ない。 

そう思う

9.3%

どちらかといえ

ば

そう思う

14.3%

どちらかといえ

ばそうは思わな

い

15.6%

そうは思わない

42.5%

どちらともいえ

ない

17.3%

無回答・不明

1.1%

自分の子どもが結婚するとき、家柄、親の職業や社会的地位などについて、

親の立場から結婚相手の身元調査を行うことはやむを得ない。 

9.3%

6.9%

14.3%

25.4%

15.6%

16.4%

42.5%

32.0%

17.3%

13.9%

1.1%

5.5%

2016年度

江府町

2014年度

鳥取県

そう思う どちらかとい

えばそう思う

どちらかといえ

ばそう思わない

そう思わな

い

無回答・

不明
どちらとも

いえない

調査内容、調査結果については割愛します。 

調査内容、調査結果については割愛します。 
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江府町の「本人通知制度」について 

 

 

 

 

住民票や戸籍の証明書を本人等ではない「代理人」や「第三者」に交付した場合に、

証明書を交付した事実を本人に通知する制度です（証明書の取得を制限するものでは

ありません）。 

 

この通知を行うことにより、委任状の偽造による不正請求や、身元調査のための不

正取得による権利侵害を防止する効果が期待できます。 

 

 ★制度の流れ 

 

 代理人のとき             第三者のとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 江府町に住所（住民登録）がある方 

○ 江府町に本籍がある方 

 

平成２８年１月１日から事前登録が不要となりました。町外にお住まいの方でも、

本籍が江府町であれば対象となります。 

 

通知は「住民票」または「戸籍の附票」に記載されている住所に送付されます。 

 

ただし、以下に該当する方は対象となりません。 

・過去にあった方（現在は住所、本籍ともに町外の方） 

・死亡や失踪により、本人に通知ができない方 

・職権消除や国外転出により、国内に住所の登録がない方 

本人通知制度とは 

対象となる方 

本人 代理人 

役  場 

①委任 

②請求 ③交付 

④受領 

⑤通知 

本人 第三者 

役  場 

①請求 ②交付 ③通知 
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○ 本籍の記載のある住民票の写し 

○ 本籍の記載のある住民票の記載事項証明 

○ 戸籍の附票の写し 

○ 戸籍謄抄本（全部事項証明、個人事項証明） 

○ 戸籍の記載事項証明（一部事項証明） 

 

消除された住民票（除票）や除かれた戸籍（除籍、原戸籍）も含みます。 

 

ただし、以下の場合には通知されません。 

・同じ世帯の方からの住民票の請求 

・同一戸籍に記載のある方、配偶者、直系血族（父母、子など）からの戸籍の請求 

・国や地方公共団体からの公用請求 

・法律で定める裁判や紛争処理手続きのための請求 

 

 

 

 

 

○ 交付年月日 

○ 証明書の種類 

○ 交付通数 

○ 請求者の種別（代理人または第三者） 

 

請求者の氏名や住所は通知されません。 

 

通知の内容に心当たりがない場合には、開示請求をすることができます。ただし、開

示される内容は「江府町個人情報保護条例」の規定の範囲内となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象となる証明書 

通知される内容 
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差別は存在すると回答された方に質問します。  

部落差別をなくすための催し物などに、参加したいと思いますか。 

（○はひとつだけ） 

8.0%

6.5%

41.5%

32.0%

20.8%

20.7%

6.2%

9.1%

18.0%

21.8%

5.5%

9.9%

2016年調査

2009年調査

できれば参加し

たい 

あまり参加した

くない 

積極的に 

参加したい 

無回答・不

明 
参加したくな

い 

関心がない 
調査内容、調査結果については割愛します。 


